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令和６年２月 民生委員会行政報告資料 

市 民 部 

 

「事前登録型本人通知制度」の導入について 

 

住民票の写しや戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）等（以下これらを総称して「証明書」といいます。）の不正請求を抑止することで， 

証明書の不正取得による個人の権利・利益の侵害を防止することを目的として，「事前登録型本人通知制度」を令和６年７月から導入

します。 

 

１ 制度概要 

「事前登録型本人通知制度」とは，証明書の不正取得により身元調査等が行われ，個人の権利・利益が侵害されることや，特殊詐

欺等の犯罪に悪用されることを防止するために，市が代理人や第三者に証明書を交付した場合に，事前登録をしている本人に対しそ

の事実を通知する制度です。 

なお，本制度は，代理人や第三者に対する証明書の交付を拒否したり，本人に対して交付の可否を問い合わせたりする制度ではあ

りません。 

また，本制度は法制化されたものではなく，本市の独自施策として実施します。 

(1) 登録申請できる人 

  呉市に住民登録又は戸籍がある者（過去にあった者も含みます。） 

(2) 通知対象となる証明書 

 ・住民票の写し 

・住民票記載事項証明書 

・戸籍全部事項証明書・個人事項証明書（戸籍謄本・抄本） 

・戸籍記載事項証明書 

・戸籍の附票の写し 

※除票又は除かれた戸籍を含みます。 
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(3) 通知対象となる請求 

 ・代理人からの請求 

   本人等からの委任状を持参した代理人による請求 

   ※「本人等」とは 

住民票等：本人又は本人と同一の世帯に属する者 

戸籍等：本人又は本人と同一の戸籍に記載されている者，配偶者，直系尊属（父母・祖父母等）若しくは直系卑属（子・孫

等） 

  ・第三者からの請求 

※「第三者」とは，証明書を必要とする申出が相当と認められた者です。 

（弁護士，司法書士等の特定事務受任者も含まれます。） 

(4) 通知する内容 

 ・交付年月日 

 ・交付請求者の区分（代理人又は第三者） 

 ・交付証明書の種類と通数 

(5) 交付から通知発送までに要する期間 

  おおむね２週間程度を想定 

 

２ 制度導入の効果 

呉市では，不正取得が明白となった場合に本人に通知する「不正取得通知型本人通知制度」を既に導入していますが，即時性・実

効性のある「事前登録型本人通知制度」を新たに導入することで，更なる不正取得の抑止を図ることができます。 

なお，両制度は制度内容が異なるため，別制度として運用していきます。 
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３ 個人情報保護の取組 

  登録申請受付の際は，次のことについて申請者に丁寧な説明を行います。 

・証明書の交付請求の受付時には，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）及び戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）に基づ

き厳格な審査を行うなど，不正取得防止策を徹底していること。 

・通知された交付請求について，呉市が保有する個人情報の開示請求をすることができますが，個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）に基づく開示請求であり，第三者の個人情報（交付請求者個人の氏名等）など，原則として開示できな

い情報もあること。 

 

４ 他自治体の本人通知制度導入状況 

    

 県内市（14市）令和５年３月時点 中核市（62市）令和５年２月時点 

事前登録型 ８市 ※１（57.1％） ３４市（54.8％） 

不正取得通知型 ３市 ※２（21.4％） １７市（27.4％） 

両制度併用 ２市 ※３（14.3％） ９市（14.5％） 

※１ 竹原市・三原市・尾道市・福山市・府中市・三次市・東広島市・安芸高田市 

※２ 尾道市・福山市・呉市 

※３ 尾道市・福山市 


